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特集　マイナンバー導入が及ぼす効果と課題
寄稿 1
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
も
た
ら
す

効
果
と
社
会
的
影
響

東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
教
授　

須す
ど
う藤　

修
お
さ
む

　
は
じ
め
に

　
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
案
」（
い
わ
ゆ
る

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
」）、「
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
案
」（
い
わ
ゆ
る
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
整
備
法

案
」）
は
、
先
に
閉
会
し
た
臨
時
国
会
に
お
い
て
審
議

未
了
で
廃
案
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
保
障
と
税

の
一
体
改
革
を
支
え
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い

て
は
、
今
後
も
与
野
党
で
導
入
に
向
け
た
検
討
が
継

続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
選
挙

結
果
い
か
ん
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
構
想
は
異

な
っ
た
も
の
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ま
で
準
備
さ

れ
て
き
た
枠
組
み
が
、
今
後
検
討
さ
れ
る
上
で
基
本

的
な
土
台
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
論

で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
効
果
と

社
会
的
影
響
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
、
今
後
ど

の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
の
か
述
べ
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
経
済
的
影
響

　

政
府
は
、
社
会
保
障
制
度
と
税
制
度
を
一
体
的

に
把
握
し
、
よ
り
正
確
な
所
得
や
社
会
保
障
支
出

な
ど
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
公
平
か
つ
効
率
的
な

社
会
保
障
制
度
と
税
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
検
討

を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
の
情
報
基
盤
を
構
築

す
べ
く
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
導
入
し
よ
う
と
法
案
を

準
備
し
た
の
だ
っ
た
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、

複
数
の
機
関
に
存
在
す
る
個
人
情
報
が
同
一
人
の

情
報
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
給
付
と
負
担
の
公

平
性
を
確
保
し
、
同
時
に
そ
の
た
め
の
各
種
行
政

事
務
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

峰
崎
直
樹「
政
府
番
号
制
度
創
設
推
進
本
部
」事
務

局
長
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に
関
し
て
、「
少

子
高
齢
化
が
進
み
、
格
差
や
貧
困
が
拡
大
す
る
一

方
、
国
や
自
治
体
の
財
政
は
非
常
に
ひ
っ
迫
し
て
い

る
。
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
を
通
じ
て
、
負
担
の

公
平
性
・
透
明
性
を
高
め
、
必
要
な
人
に
よ
り
効
果

的
な
給
付
が
行
え
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
所
得
が
あ
る
人
は
相
応
に
負
担
し
、
所
得
が

少
な
い
人
に
は
負
担
を
減
ら
し
て
適
正
な
給
付
を
行

い
、
税
と
社
会
保
障
を
通
じ
た
所
得
再
分
配
機
能
を

強
化
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
導

入
し
て
、
所
得
を
適
切
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
制
度
設
計
で
は
、『
給

付
の
た
め
の
番
号
』
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
、
国
民

が
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
ら
れ
る
制
度
で
あ
る
こ
と
が
重

視
さ
れ
た
。
ま
た
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
を
活
か

し
て
、
行
政
の
効
率
性
を
高
め
る
と
い
う
要
請
も

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
受
け
て
具
体
化
さ
れ
た
の
が

『
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
』だ
」と
語
っ
て
い
る（
注
１
）。

　

と
こ
ろ
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
関
し

て
は
、「
効
果
に
比
べ
て
コ
ス
ト
が
高
す
ぎ
る
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
点
に
関
連
し
て
、「
わ
た
し
た
ち
生
活
者
の
た

め
の
『
共
通
番
号
』
推
進
協
議
会
」（
代
表
：
北
川
正

恭
、
主
査
：
須
藤
修
）
で
は
、
政
府
の
検
討
し
て
い

る「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」制
度
が
導
入
さ
れ
た
場
合
、
年

間
で
ど
れ
く
ら
い
の
コ
ス
ト
が
削
減
さ
れ
る
の
か
に

つ
い
て
試
算
を
行
っ
て
い
る
。
併
せ
て
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
案
で
は
施
行
後
５
年
を
目
途
に
検
討
す
る
と

さ
れ
て
い
る
幅
広
い
行
政
分
野
や
民
間
で
、
番
号
制

度
の
活
用
が
始
ま
っ
た
場
合
の
効
果
も
試
算
し
て
い

る（
表
を
参
照
）。
な
お
、
今
回
の
試
算
に
各
機
関
で

発
生
す
る
シ
ス
テ
ム
改
修
コ
ス
ト
等
は
含
ま
れ
て
い

な
い（
注
２
）。

　

表
で
は
、
試
算
結
果
は
３
通
り
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
試
算
結
果
１
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利

用
は
、
当
初
の
予
定
で
は
、
税
と
社
会
保
障
な
ど
可

能
な
範
囲
で
利
用
を
開
始
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
で「
活
用
で
き
る
」と
さ
れ
て
い
る

す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
活
用

さ
れ
た
場
合
、
年
間
約
３
０
０
０
億
円
の
行
政
コ
ス

ト
削
減
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
福
祉

分
野
で
の
適
用
範
囲
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
そ
の
コ
ス
ト
削
減
効
果
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

　

試
算
結
果
２
で
は
、
医
療
機
関
、
介
護
事
業
者

な
ど
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
生
命
を
守
る
た
め
に

活
用
さ
れ
た
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

年
間
約
６
０
０
０
億
円
の
コ
ス
ト
削
減
効
果
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
匿
名
化
さ
れ
た
診

療
情
報
等
の
活
用
は
、
私
た
ち
の
健
康
増
進
に
測

り
知
れ
な
い
効
果
を
も
た
ら
し
、
健
康
保
険
財
政

等
に
も
好
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
る
。
な
お
、
大

規
模
災
害
の
よ
う
な
非
常
時
を
除
き
、
個
々
人
が
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
を
許
可
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
許

可
し
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
で
き
る
よ
う
な
仕
組

み
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

試
算
結
果
３
で
は
、
決
済
機
関
、
生
命
保
険
、
電

力
・
ガ
ス
な
ど
が
、
情
報
連
携
基
盤
を
通
じ
て
最
新

の
住
所
情
報
の
提
供
を
受
け
た
場
合
を
想
定
し
て
い

る
。
こ
の
場
合
、
年
間
約
２
５
０
０
億
円
の
コ
ス
ト

削
減
が
見
込
め
る
。
し
か
し
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
仕

様
や
活
用
の
仕
組
み
が
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
効
果
は

未
知
数
の
部
分
が
大
き
い
。
例
え
ば
、
匿
名
化
さ
れ

た
大
規
模
デ
ー
タ
の
分
析
か
ら
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
り
生
ま
れ
る
新
市
場
な
ど
の
経
済
効
果
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。
な
お
、
原
則
的
に
は
、
個
々
人
が

サ
ー
ビ
ス
提
供
を
受
け
た
い
場
合
は
、
そ
の
意
思
表

示
を
厳
格
に
確
認
す
る
仕
組
み
に
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
行
政
分
野
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
・

福
祉
分
野
、
金
融
決
済
、
生
命
保
険
、
電
気
・
ガ
ス

な
ど
の
準
公
共
的
分
野
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し

た
場
合
、
総
額
で
年
間
１
兆
１
５
０
０
億
円
の
コ
ス

ト
削
減
は
見
込
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
情
報
連
携
の

基
盤
を
新
た
に
構
築
し
、
既
存
情
報
シ
ス
テ
ム
の
大

規
模
改
修
を
し
た
場
合
、
か
な
り
の
導
入
コ
ス
ト
を

必
要
と
す
る
が
、
中
長
期
で
み
れ
ば
、
そ
れ
を
大
幅

に
上
回
る
コ
ス
ト
削
減
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　
今
後
の
課
題

　

当
初
の
予
定
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
範
囲

は
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
公
共
団
体
の

行
政
効
率
、
向
上
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
改
善
を
考
え
る

と
、
今
後
は
、
個
人
情
報
保
護
に
十
分
に
配
慮
し
た

上
で
、
適
用
範
囲
拡
大
に
つ
い
て
真
剣
に
検
討
す
べ

き
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場
面
で
い
か
な
る
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
の
か
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
結
婚
や
出
産
、
就
職
や
退
職
、

年
金
受
給
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
で

現
行
で
は
ど
う
い
う
手
続
き
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ

が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
利
便
性
が
ど
の
よ
う
に

高
ま
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
高
齢
化
が
進
む
中
で
、

ま
す
ま
す
医
療
と
介
護
の
連
携
が
求
め
ら
れ
る
が
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
活
用
す
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
の

事
務
負
担
は
相
当
軽
減
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
個
人
に
と
っ
て
も
、
地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て

表　コスト削減効果試算

コスト削減効果は、年間1兆1,500億円

社会保障や税に係る事務の
効率化など、行政分野の経済効果 年間約3,000億円

医療機関の事務の効率化など、
準公的分野の経済効果 年間約6,000億円

企業内の事務の効率化など、
民間分野の経済効果 年間約2,500億円

出所：わたしたち生活者のための共通番号推進協議会
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も
、
民
間
企
業
に
と
っ
て
も
、
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
ら

れ
る
活
用
の
仕
方
を
も
っ
と
幅
広
く
考
え
て
い
く
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
に
伴
い
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
導
入
が
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
も
地
方
公
共
団
体

の
工
夫
と
条
例
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
機

能
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（
図
を
参
照
）。

　

政
府
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に
よ
っ
て
、

国
・
地
方
の
枠
を
超
え
、
一
体
的
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
を
進
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
際
、

こ
れ
ま
で
の「
申
請
主
義
」を

脱
却
し
、
利
用
者
の
視
点
で

簡
素
で
便
利
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
地
方

公
共
団
体
も
複
数
機
関
の
情

報
連
携
を
前
提
と
し
た
業
務

改
革
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
ず

地
方
公
共
団
体
に
求
め
ら
れ

て
い
る
の
は
、
業
務
の
標
準

化
や
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
効
率

化
・
透
明
性
の
拡
大
を
実
現

し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

今
後
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ

ス
で
業
務
改
革
を
進
め
、
ど

の
よ
う
に
経
営
資
源
を
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
し
て
い
く
の
か
、

原
課
任
せ
で
は
な
く
、
情
報

政
策
部
門
が
責
任
と
権
限
を

も
っ
て
組
織
横
断
で
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
場
合
、
情
報
政
策
部
門
に

は
複
数
あ
る
い
は
大
規
模
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
統
括
管
理
を
行
い
、
個
々
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
円
滑
か
つ
確
実
に
前
進
さ
せ
る
役
割
が

求
め
ら
れ
よ
う
。
一
方
、
情
報
政
策
部
門
以
外
の
職

員
も
高
度
に
Ｉ
Ｔ
を
利
活
用
で
き
る
ス
キ
ル
が
必
要

で
、
今
後
は
そ
う
し
た
職
員
研
修
に
も
力
を
入
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
業
務
と
情
報
シ
ス
テ
ム

の
全
体
最
適
化
を
進
め
る
に
は
、
ト
ッ
プ
の
理
解
と

指
導
力
が
不
可
欠
に
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
峰
崎
直
樹
・
森
信
茂
樹
・
須
藤
修
・
新
保
史
生
「
座
談
会
・
も
っ
と

知
り
た
い
！
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
」『
連
合
』
第
2
9
4
号
（
日
本
労

働
組
合
総
連
合
会
、
2
0
1
2
年
10
月
号
）13
ペ
ー
ジ

（
２
）わ
た
し
た
ち
生
活
者
の
た
め
の『
共
通
番
号
』推
進
協
議
会（
代
表
：

北
川
正
恭
）『「
共
通
番
号
」
導
入
の
経
済
効
果
試
算
結
果
』（
わ
た
し

た
ち
生
活
者
の
た
め
の
『
共
通
番
号
』
推
進
協
議
会
事
務
局
、

2
0
1
2
年
）参
照

【
参
考
文
献
】

◦
榎
並
俊
博
『
共
通
番
号
（
国
民
I
D
）
の
す
べ
て
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、

2
0
1
0
年
）
◦
市
民
が
主
役
の
地
域
情
報
化
推
進
協
議
会
番
号
制
度
研

究
会
編『
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
や
っ
て
く
る
』（
日
経
B
P
社
、
2
0
1
2
年
）

◦
政
府「
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
関
す
る
実
務
検
討
会
」編

『
社
会
保
障
・
税
番
号
大
綱
』（
政
府
内
閣
官
房
、
2
0
1
1
年
）◦
総
務
省

「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
番
号
制
度
の
活
用
に
関
す
る
研
究
会
」（
座

長
：
須
藤
修
）編『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
番
号
制
度
の
導
入
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
（
中
間
と
り
ま
と
め
）』（
総
務
省
、
2
0
1
2
年
）
◦
峰
崎
直
樹
・
森

信
茂
樹
・
須
藤
修
・
新
保
史
生
「
座
談
会
・
も
っ
と
知
り
た
い
！
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
」『
連
合
』
第
2
9
4
号
（
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
、

2
0
1
2
年
10
月
号
）
◦
わ
た
し
た
ち
生
活
者
の
た
め
の
『
共
通
番
号
』
推

進
協
議
会
（
代
表
：
北
川
正
恭
）『「
共
通
番
号
」
導
入
の
経
済
効
果
試
算
結

果
』（
わ
た
し
た
ち
生
活
者
の
た
め
の
『
共
通
番
号
』
推
進
協
議
会
事
務
局
、

2
0
1
2
年
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
の
目
的

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
複
数
の
機
関
に
存
在
す

る
個
人
の
情
報
を
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
と
い
う
こ

と
の
確
認
を
行
う
た
め
の
基
盤
で
あ
り
、
社
会
保
障
・

税
制
度
の
効
率
性
を
高
め
、
国
民
に
と
っ
て
利
便
性

の
高
い
公
平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
社

会
基
盤
（
イ
ン
フ
ラ
）
で
あ
る
。
11
月
16
日
に
衆
議
院

が
解
散
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
廃
案
と
な
っ
た
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

法
案
」と
い
う
。）で
は
、
社
会
保
障
・
税
・
防
災
の
各

分
野
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、「
よ
り
公
平・公
正
な
社
会
」

「
社
会
保
障
が
き
め
細
や
か
且
つ
的
確
に
行
わ
れ
る
社

会
」「
行
政
に
過
誤
や
無
駄
の
な
い
社
会
」「
国
民
に

と
っ
て
利
便
性
の
高
い
社
会
」「
国
民
の
権
利
を
守
り
、

国
民
が
自
己
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
社
会
」
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
の
導

入
の
効
果
と
し
て
は
、
以
下
の
６
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
よ
り
正
確
な
所
得
把
握
が
可
能
と
な
り
、
社
会
保

障
や
税
の
給
付
と
負
担
の
公
平
化
が
図
ら
れ
る
。

②
真
に
手
を
差
し
伸
べ
る
べ
き
者
を
見
つ
け
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。

③
大
災
害
時
に
お
け
る
真
に
手
を
差
し
伸
べ
る
べ
き

者
に
対
す
る
積
極
的
な
支
援
に
活
用
で
き
る
。

④
社
会
保
障
や
税
に
係
る
各
種
行
政
事
務
の
効
率
化

が
図
ら
れ
る
。

⑤
Ｉ
Ｔ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
添
付
書
類
が
不
要

と
な
る
等
、
国
民
の
利
便
性
が
向
上
す
る
。

⑥
行
政
機
関
か
ら
国
民
に
プ
ッ
シ
ュ
型
の
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
仕
組
み

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
①
付
番
、
②
情
報
連
携
、

③
本
人
確
認
の
3
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
に
、「
付
番
」と
は
、
個
人
に
①
悉
皆
性（
住
民
票

を
有
す
る
全
員
に
付
番
）、
②
唯
一
無
二
性
（
１
人
１
番

号
で
重
複
の
無
い
よ
う
に
付
番
）、
③
「
民
│
民
│
官
」

の
関
係
で
流
通
さ
せ
て
利
用
可
能
な
視
認
性
（
見
え
る

番
号
）を
有
し
、
④
最
新
の
基
本
４
情
報（
氏
名
、
住
所
、

性
別
、
生
年
月
日
）
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
新
た
な

個
人
番
号（
以
下「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」と
い
う
。）を
付
番
す

る
仕
組
み
の
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
法
人
等
に
つ
い
て

は
、
上
記
①
か
ら
③
ま
で
の
特
徴
を
有
す
る
「
法
人
番

号
」を
付
番
す
る
仕
組
み
の
こ
と
を
い
う
。

　

第
二
に
、「
情
報
連
携
」
と
は
、
複
数
の
機
関
間
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
ご
と
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や

そ
れ
以
外
の
番
号
を
付
し
て
管
理
し
て
い
る
同
一
人
の

情
報
を
紐ひ
も

付
け
し
、
相
互
に
活
用
す
る
仕
組
み
の
こ

と
を
い
う
。
情
報
連
携
に
当
た
っ
て
は
、
連
携
さ
れ

る
個
人
情
報
の
種
別
や
そ
の
利
用
事
務
を
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
案
で
明
確
化
し
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
義
務
付
け
は
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者
と
な
る
行
政
機
関
等
で
あ
っ

て
も
、
当
該
行
政
機
関
等
が
源
泉
徴
収
義
務
者
と
し

て
所
轄
の
税
務
署
に
源
泉
徴
収
票
を
提
出
す
る
場
合

な
ど
は
除
か
れ
る
。

　

第
三
に
、「
本
人
確
認
」
と
は
、
個
人
が
、
自
分
が

自
分
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ

る
と
と
も
に
、
個
人
が
自
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
真
正

性
を
証
明
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
こ
と
を
い
う
。
具

体
的
に
は
、
現
行
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
改
良

し
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
券
面
と
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
マ
イ
ナ
ン

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
と

地
方
公
共
団
体
の
運
用内

閣
官
房
社
会
保
障
改
革
担
当
室
参
事
官　

篠し
の
は
ら原
俊と

し
ひ
ろ博

出所：総務省資料（2012年）

本人確認・「個人番号」確認 マイ・ポータルへのログイン

市町村による独自サービス拡大の可能性

将来的には、保険証機能を
１枚の個人番号カードに一元化

インターネットへの安全なアクセス手段の提供

コンビニ等での証明書取得など
サービス拡大の可能性

●市町村が個人番号カードを独自利用することが可能

●電子申請（e-Tax等）の利用促進
●行政からプッシュ型の情報（お知らせ）を取得

オンラインバンキング等を安全かつ迅速に利用

●インターネットにおける不正アクセスが多発
　→公的個人認証サービスの民間開放

●行政の効率化
●手続き漏れによる
　損失の回避

●所得把握の精度向上
●なりすまし被害の
　防止

就職、転職、出産育
児、病気、年金受給、
災害等
確定申告時
市町村の戸籍・住民
基本台帳窓口　等

個人番号カード提示

【マイポータル】

提示
【窓口】

図　個人番号カードのメリット
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特集　マイナンバー導入が及ぼす効果と課題

バ
ー
と
基
本
４
情
報
及
び
顔
写
真
を
記
載
・
記
録
し

た
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本

人
確
認
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
正
確
な
付

番
や
情
報
連
携
、
ま
た
、
成
り
す
ま
し
犯
罪
等
を
防

止
す
る
観
点
か
ら
不
可
欠
な
仕
組
み
で
あ
る
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
の
概
要

　

上
述
の
と
お
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
は
11
月
16

日
の
衆
議
院
解
散
に
伴
い
廃
案
と
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
次
期
通
常
国
会
に
あ
ら
た
め
て
番
号
制
度
関
連

法
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

次
期
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
る
番
号
制
度
関
連
法
案

で
も
基
本
と
な
る
で
あ
ろ
う
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
の

内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（
1
）マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　

市
町
村
長
は
、
法
定
受
託
事
務
と
し
て
、
住
民
票

コ
ー
ド
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
指

定
し
、
書
面
に
よ
り
本
人
に
通
知
す
る
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
案
４
条
１
項
）。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
変
更
は
、

盗
用
、
漏
え
い
等
の
被
害
を
受
け
た
場
合
等
に
限
り

可
能
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
２
項
）。
な
お
、
対
象
者

と
し
て
は
、
中
長
期
在
留
者
、
特
別
永
住
者
等
の
外

国
人
住
民
も
含
ま
れ
る
。

　

国
民
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
安
心
し
て
利
用
で
き
る

よ
う
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
範
囲
は
法
律
に
規
定

さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
国
・
地
方
の
機
関
で
の

社
会
保
障
分
野
、
国
税
・
地
方
税
の
賦
課
徴
収
及
び

防
災
等
に
係
る
事
務
で
の
利
用
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案

６
条
１
項
・
２
項
、
別
表
１
）、
②
当
該
事
務
に
係
る

申
請
・
届
出
等
を
行
う
者（
代
理
人
・
受
託
者
を
含
む
。）

が
事
務
処
理
上
必
要
な
範
囲
で
の
利
用
（
同
条
３
項
）、

③
災
害
時
の
金
融
機
関
で
の
利
用
（
同
条
４
項
）
に
限

定
さ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
に
規
定
す
る
場

合
を
除
き
、
他
人
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を
求
め

る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
13
条
）。

本
人
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を
受
け
る
場
合
は
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
提
示
を
受
け
る
等
の
本
人
確
認

を
行
う
必
要
が
あ
る（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
12
条
）。

（
2
）個
人
情
報
保
護

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
き
、

特
定
個
人
情
報
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
付
き
の
個
人
情
報
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
収
集
・
保
管
、
特
定
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
は
禁
止
さ
れ
る
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

法
案
16
条
、
18
条
）。

　

特
定
個
人
情
報
の
外
部
提
供
も
原
則
禁
止
さ
れ
る

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
17
条
柱
書
）
が
、
行
政
機
関
等

は
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
の
情
報
提

供
（
同
条
7
号
）
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
に
規
定
す

る
も
の
に
限
り
可
能
と
し
た（
同
条
各
号
）。

　

な
お
、
シ
ス
テ
ム
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
提

供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
の
情
報
提
供
を
行
う

際
の
連
携
キ
ー
と
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い
な
い
こ

と
と
し
、
個
人
情
報
の
一
元
管
理
が
で
き
な
い
仕
組

み
を
構
築
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
国
民
が
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
情
報
提

供
等
の
記
録
を
確
認
で
き
る
仕
組
み
（
マ
イ
・
ポ
ー
タ

ル
）を
提
供
す
る
ほ
か
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の

実
施（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
15
条
）、
罰
則
の
強
化（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
8
章
）な
ど
、
十
分
な
個
人
情
報
保

護
策
を
講
じ
る
こ
と
と
し
た
。

（
3
）法
人
番
号
の
付
番
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付

　

国
税
庁
長
官
は
法
人
等
に
対
し
て
法
人
番
号
を
指

定
し
、
こ
れ
を
当
該
法
人
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
52
条
１
項
）。
法
人
番
号
は

原
則
公
表
と
し
（
同
条
4
項
）、
民
間
で
の
自
由
な
利

用
を
可
能
と
す
る
。

　

市
町
村
長
は
、
顔
写
真
付
き
の
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
56
条

１
項
）。

　
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用

　

地
方
公
共
団
体
は
、
社
会
保
障
、
地
方
税
又
は
防

災
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
務
で

あ
っ
て
条
例
で
定
め
る
も
の
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
６
条
２

項
）。
こ
れ
は
、
地
方
公
共
団
体
の
条
例
に
よ
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
独
自
利
用
及
び
情
報
連
携
を
認
め
る
こ
と

で
、一
層
の
住
民
の
利
便
性
向
上
、
住
民
負
担
の
軽
減
、

行
政
運
営
の
効
率
化
、
コ
ス
ト
削
減
を
図
る
こ
と
を
意

図
し
た
規
定
で
あ
り
、
積
極
的
な
活
用
が
望
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例
に
よ
り
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
活
用
す
る
事
務
に
お
い
て
他
の
機
関
と
情
報
の

連
携
を
行
い
た
い
場
合
に
は
、
個
人
番
号
情
報
保
護

委
員
会
規
則
に
お
い
て
そ
の
方
法
を
規
定
す
る
こ
と

を
予
定
し
て
い
る（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
17
条
13
号
）。

　

な
お
、
同
一
地
方
公
共
団
体
内
の
同
一
執
行
機
関

内
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
照
会
し
、
提
供
す
る
こ

と
（
例
：
Ａ
町
福
祉
課
が
地
方
税
関
係
情
報
を
照
会

し
、
Ａ
町
税
務
課
が
当
該
情
報
を
提
供
）は
、
地
方
公

共
団
体
の
特
定
個
人
情
報
の
内
部
利
用
と
位
置
付
け

ら
れ
、
条
例
の
規
定
が
な
く
と
も
可
能
と
な
る
が
、

同
一
地
方
公
共
団
体
内
の
異
な
る
執
行
機
関
間
に
お

い
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
照
会
し
、
提
供
す
る
こ
と

（
例
：
Ｂ
市
教
育
委
員
会
が
地
方
税
関
係
情
報
を
照
会

し
、
Ｂ
市
税
務
課
が
当
該
情
報
を
提
供
）は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
法
案
上
外
部
提
供
と
位
置
付
け
ら
れ
、
条
例

に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
る
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
案
17
条
９
号
）。
な
お
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、

同
一
地
方
公
共
団
体
内
の
情
報
の
照
会
・
提
供
で
あ

れ
ば
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
介
す

る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。

　

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
特

定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
求
め
を
受
け
た
者
は
、
当
該
特
定
個
人
情
報
を

提
供
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
こ
に
情
報
提
供
者
側
の

裁
量
が
あ
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法

案
20
条
１
項
）。
一
方
、
か
か
る
情
報
提
供
義
務
が
法

律
上
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
別
表

第
二
に
記
載
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
つ
い

て
は
、
地
方
税
関
係
情
報
を
含
め
守
秘
義
務
が
解
除

さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
特
定
個
人
情
報
の
利

用
・
照
会
・
提
供
に
お
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案

及
び
各
地
方
公
共
団
体
の
個
人
情
報
保
護
条
例
等
に

し
た
が
っ
て
、
適
切
な
個
人
情
報
の
保
護
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
特
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
26
条
に
お

い
て
、
地
方
公
共
団
体
は
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な

取
扱
い
及
び
そ
の
開
示
・
訂
正
・
利
用
の
停
止
・
消
去
・

提
供
の
停
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
義
務
、

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
当
該
地

方
公
共
団
体
の
個
人
情
報
保
護
条
例
等
を
改
正
す
る

等
の
対
応
を
と
る
べ
き
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。

　

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
当
該
地

方
公
共
団
体
に
設
置
さ
れ
て
き
た
宛
名
管
理
シ
ス
テ

ム
等
の
活
用
に
よ
り
行
政
の
効
率
化
等
を
図
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
活
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
宛
名
管
理
シ
ス
テ
ム
で
は

対
応
が
困
難
で
あ
っ
た
転
出
入
の
あ
る
住
民
、
い
わ

ゆ
る
住
登
外
者
、
近
隣
市
町
村
か
ら
通
院
す
る
患
者
、

広
域
連
合
・
一
部
事
務
組
合
に
お
け
る
統
一
処
理
も

含
め
て
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
配
慮
さ
れ
た
ト
ー
タ
ル
な

個
人
情
報
管
理
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
た
よ

り
正
確
で
確
実
な
情
報
管
理
、
他
の
機
関
等
と
の
情

報
連
携
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
ま
た
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
よ
り
確
実
な
本
人
確
認
、
さ

ら
に
マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
を
活
用
し
た
プ
ッ
シ
ュ
型
の
お

知
ら
せ
等
が
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
は
、
こ
の
好
機
を
と
ら
え
、
窓
口

の
総
合
化
や
、
従
来
の
書
類
審
査
か
ら
よ
り
現
場
に

密
着
し
た
行
政
を
志
向
し
、
地
域
に
お
け
る
総
合
的

な
行
政
主
体
と
し
て
の
政
策
の
質
の
向
上
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

　
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
案
及
び
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

法
案
に
つ
い
て
は
、
本
年
９
月
６
日
に
衆
議
院
内
閣

委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
７
日
に
継
続
審
議
と
さ
れ

た
後
、
上
述
の
と
お
り
、
11
月
16
日
の
衆
議
院
の
解

散
に
伴
い
廃
案
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
予

定
さ
れ
て
い
た
平
成
25
年
上
半
期
の
間
の
個
人
番
号

情
報
保
護
委
員
会
の
設
置
、
平
成
26
年
10
月
頃
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
、
平
成
27
年
1
月
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
利
用
の
開
始
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付

開
始
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
１
年
程
度
先
送
り
せ

ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
平
成
28
年
１
月
よ
り
、
国
の
機
関
間
で
情
報

提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
開
始
し
、
同

年
７
月
を
目め

ど途
に
地
方
公
共
団
体
と
の
間
で
も
情
報
提

供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
開
始
す
る
こ
と

と
し
、
さ
ら
に
、
マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
の
運
用
開
始
に
つ

い
て
も
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
運
用

開
始
と
併
せ
て
実
施
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら

も
そ
れ
ぞ
れ
１
年
程
度
先
送
り
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

実
施
時
期
が
後
ろ
倒
し
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
構
築
及
び
改
修
に

関
す
る
基
礎
的
な
調
査
や
、
番
号
制
度
導
入
に
向
け

た
庁
内
の
体
制
整
備
・
業
務
の
検
討
等
に
つ
い
て
は

直
ち
に
着
手
し
た
方
が
望
ま
し
い
。
今
後
、
次
期
通

常
国
会
で
の
番
号
制
度
関
連
法
案
の
成
立
を
期
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て

も
番
号
制
度
導
入
に
向
け
た
準
備
作
業
を
着
実
に

行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
た
い
。



24DECEMBER 2012 市政25 市政 DECEMBER 2012

特集　マイナンバー導入が及ぼす効果と課題
寄稿 3

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入

（
１
）関
連
３
法
案
の
動
向

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
３
法
案（「
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
案
」（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
）、「
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
」、「
地
方
公
共
団
体

情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
案
」）は
、
本
年
２
月
14
日
に

閣
議
決
定
の
上
、
第
１
８
０
回
通
常
国
会
に
提
出
さ

れ
た
。
第
１
８
１
回
臨
時
国
会
に
お
い
て
継
続
審
議

と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
11
月
16
日
の
衆

議
院
の
解
散
に
よ
り
廃
案
と
な
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
の
帰き
す
う趨
は
、
総
選
挙
後
の
動
向
に
委
ね
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
こ
の
た
め
、
以
下
の
記
述
は
、
提
出
し
て

い
た
法
案
の
内
容
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
今

後
の
状
況
に
応
じ
、
変
更
が
あ
り
う
る
こ
と
に
ご
留

意
い
た
だ
き
た
い
。

（
２
）制
度
導
入
の
目
的

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
複
数
の
機
関
に
存
在
す

る
個
人
の
情
報
を
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
と
い
う
こ

と
の
確
認
を
行
う
た
め
の
基
盤
で
あ
る
。
国
民
に
一

定
の
負
担
を
求
め
る
社
会
保
障
・
税
制
度
の
効
率
性
・

透
明
性
を
高
め
、
そ
の
給
付
や
負
担
の
基
準
と
な
る

所
得
等
の
情
報
を
的
確
に
把
握
し
た
制
度
運
営
を
実

現
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に
と
っ
て
利
便
性
の
高
い

公
平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
社
会
基
盤

を
、
高
度
化
し
た
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
て
構
築

す
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
保
障
・
税
・
防
災
の
分
野

に
お
い
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

り
、
よ
り
き
め
細
や
か
な
社
会
保
障
給
付
の
実
現
、

所
得
把
握
の
精
度
の
向
上
、
災
害
時
の
活
用
等
の
効

果
が
期
待
さ
れ
る
。

（
３
）総
務
省
の
役
割

　

総
務
省
は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
や
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
公
的
個
人
認
証
を

所
管
す
る
立
場
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
に
規
定

す
る
付
番
等
の
仕
組
み
や
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
、
ま

た
、
国
・
地
方
の
電
子
行
政
・
情
報
通
信
を
担
う
立

場
か
ら
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
運

営
等
を
担
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
内
閣
官
房
と
連

携
し
制
度
導
入
に
向
け
取
組
を
進
め
て
い
る
。
ま

た
、
重
複
付
番
を
防
止
し
、
付
番
事
務
の
安
定
的
か

つ
確
実
な
実
施
の
た
め
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
生
成
等
の

主
体
と
し
て
、
地
方
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
さ
れ
た

地
方
共
同
法
人
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
が
設
立
さ
れ
る
。

　
地
方
公
共
団
体
の
役
割

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
付
番
、
情
報
連
携
、
本

人
確
認
の
３
つ
の
仕
組
み
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

（
１
）付
番

　

市
町
村
長
は
、
住
民
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
指
定

し
、
住
民
に
対
し
書
面
で
通
知
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
そ
の
際
、
市
町
村
長
は
、
予
め
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
重
複
が
な
い
よ
う
、
機
構
に
対
し
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
生
成
を
求
め
る
も
の
と
し
、
機
構
は
、
住
民
票

コ
ー
ド
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
生

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
地
方
公
共
団
体
の
役
割

総
務
省 

自
治
行
政
局 

住
民
制
度
課
長　

宮み
や
じ地　

毅
た
け
し

成
し
、
市
町
村
長
に
通
知
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
住
民
票
記
載
事
項
と
す
る
と
と
も
に
、
本
人

確
認
情
報
と
し
て
位
置
付
け
、
住
基
法
に
基
づ
き
、

住
基
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
通
知
・
提
供
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

　

こ
の
付
番
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
都
道

府
県
・
市
区
町
村
の
連
携
の
も
と
、
平
成
14
年
８
月

の
第
一
次
稼
働
以
来
、
10
年
超
に
わ
た
り
安
定
稼
働

を
続
け
て
き
た
住
基
ネ
ッ
ト
で
あ
り
、
我
が
国
に
お

い
て
、
唯
一
、
全
国
民
に
重
複
な
く
付
番
さ
れ
て
い

る
住
民
票
コ
ー
ド
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
来
年
の
７
月

に
は
外
国
人
住
民
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
住
基

ネ
ッ
ト
の
包
括
性
が
よ
り
高
ま
る
こ
と
と
な
る
。

（
２
）情
報
連
携

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
に
係
る
最

高
裁
合
憲
判
決（
最
判
平
成
20
年
３
月
６
日
）の
趣
旨

も
踏
ま
え
設
計
さ
れ
て
い
る
。
情
報
連
携
の
た
め
の

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
当

た
っ
て
も
、
個
人
情
報
の
一
元
管
理
と
な
ら
な
い
よ

う
、
ま
た
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
や
個
人
情
報
保
護
の
観

点
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
自
体
で
は
な
く
、
住
民
票

コ
ー
ド
か
ら
振
り
出
す「
符
号
」に
よ
る
情
報
連
携
を

想
定
し
て
い
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
に
お
い
て
は
、
特
定
個
人
情

報（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
そ
の
内
容
に
含
む
個
人
情
報
）

の
提
供
は
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
情
報
照
会
者

が
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
求
め
た
場
合
は
、
情
報

提
供
者
は
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使

用
し
た
提
供
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
公
共
団

体
は
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
情
報
連
携
を
行

う
こ
と
と
な
る
た
め
、
各
団
体
の
既
存
シ
ス
テ
ム
と

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
を
接
続
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
情
報
の
受
渡
し
の
仲
介
役

と
し
て
、
中
間
サ
ー
バ
を
設
置
す
る
方
向
で
考
え
て

い
る
。
中
間
サ
ー
バ
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
の
一
括
開
発
を
検
討
し
て
い
る
。

（
３
）本
人
確
認

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に

は
、
本
人
確
認
の
仕
組
み
が
不
可
欠
で
あ
り
、
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
か
ら
移
行
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

及
び
カ
ー
ド
へ
の
標
準
搭
載
を
予
定
す
る
公
的
個
人

認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書
が
重
要
な
役
割
を
担

う
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
に
お
い
て
は
、
本
人
確
認

及
び
個
人
番
号
確
認
の
た
め
、
市
町
村
長
が
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
個
人

番
号
カ
ー
ド
に
は
、
署
名
用
電
子
証
明
書
に
加
え
、

公
的
個
人
認
証
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
マ
イ
・
ポ
ー

タ
ル
等
へ
の
ロ
グ
イ
ン
の
た
め
創
設
す
る
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
を
格
納
し
、
署
名
検
証
者
を
民
間

事
業
者
に
拡
大
す
る
な
ど
、
カ
ー
ド
の
利
用
拡
大
を

図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
事
務
は
法
定
受
託
事
務

と
な
る
。
カ
ー
ド
の
券
面
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や

顔
写
真
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
様
式
は

全
国
一
律
と
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
現
行
の

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
市
町
村
の
窓
口
に
は
交
付
時
に
１
回

の
み
来
庁
し
て
い
た
だ
く
方
式
の
採
用
、
事
務
負
担

や
コ
ス
ト
削
減
の
た
め
全
市
町
村
に
よ
る
カ
ー
ド
発

行
等
の
機
構
へ
の
委
託
等
を
検
討
し
て
お
り
、
地
方

公
共
団
体
の
実
務
担
当
者
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
な

が
ら
、
有
効
期
間
の
設
定
、
任
意
代
理
人
へ
の
交
付

の
取
扱
い
等
も
含
め
、
制
度
の
詳
細
を
決
定
し
て
ま

い
り
た
い
。

　
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る 

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
活
用

　

法
案
が
廃
案
と
な
っ
た
た
め
、
平
成
26
年
10
月
か

ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
付
番
・
通
知
、
平
成
27
年
１
月

か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
や
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
、
平
成
28
年
１
月
か
ら
国
の
情
報
連
携
、
同
７

月
に
は
地
方
も
含
め
た
情
報
連
携
の
開
始
と
い
う
当

初
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

と
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
法
案
が
改
め
て
提
出
さ
れ

成
立
し
た
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、

見
直
さ
れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
、
制
度
施
行

に
間
に
合
う
よ
う
シ
ス
テ
ム
改
修
等
を
実
施
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
当
面
の
課
題
と
な
る
。

（
1
）ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
中
間
と
り
ま
と
め
）

　

昨
年
秋
に
総
務
省
に
設
置
し
た
「
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
番
号
制
度
の
活
用
に
関
す
る
研
究
会
」（
座

長
：
須
藤
修
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
長
・
学
際

情
報
学
府
長
）に
お
い
て
、
本
年
９
月
に「
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
番
号
制
度
の
導
入
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
中
間
と
り
ま
と
め
）」が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
本
ガ
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イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
の
活
用
方
策
と
シ
ス
テ
ム
構
築
の
方
向
性

に
つ
い
て
現
段
階
で
可
能
な
範
囲
で
示
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
方
策

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
に
よ
り
、
再
転
入
者
等
の

継
続
的
な
状
況
把
握
や
効
率
的
な
名
寄
せ
の
実
施

等
、
正
確
で
確
実
な
情
報
管
理
が
可
能
に
な
る
。
ま

た
、
他
団
体
等
と
の
情
報
連
携
に
よ
り
、
添
付
書
類

の
削
減
や
手
続
き
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
等
の
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
確
実
な

本
人
確
認
に
加
え
、
プ
ッ
シ
ュ
型
の
お
知
ら
せ
の
よ

う
な
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
も
提
供
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
さ
ら
に
、
条
例
制
定
に
よ
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

独
自
業
務
へ
の
活
用
も
可
能
で
あ
り
、
各
団
体
の
創

意
工
夫
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
可
能
性
を
広
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）シ
ス
テ
ム
改
修

　

制
度
導
入
に
向
け
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

は
、
既
存
住
基
や
税
務
シ
ス
テ
ム
等
の
改
修
が
ま
ず

必
要
と
な
る
。
そ
の
後
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
う
他
の
機
関
等
と
の
情
報
連

携
の
た
め
、
上
述
の
中
間
サ
ー
バ
を
設
置
す
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
。
中
間
サ
ー
バ
を
効
率
的
か
つ
確
実

に
導
入
し
て
い
く
た
め
、
各
地
方
公
共
団
体
の
実
情

に
応
じ
て
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
全
団
体
で

共
通
の
部
分
は
共
同
で
行
う
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

（
４
）個
人
情
報
保
護
対
策

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
施
行
に
伴
い
、
個
人
情
報

保
護
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
上
述
の
研
究
会
に

お
い
て
は
、
今
後
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
個
人

情
報
保
護
対
策
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
最
終
報
告
に
盛
り
込
む
こ
と
を
考
え
て
お

り
、
ま
た
、
内
閣
官
房
に
設
置
さ
れ
た
情
報
保
護
評

価
サ
ブ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
地
方

公
共
団
体
向
け
の
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
素

案
を
今
後
取
り
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
利
用
に
際
し
個
人
情
報
の
保
護
に
万
全
を
期

す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
方
で
、
こ
れ

が
ゆ
え
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
を
い
た
ず
ら
に

躊ち
ゅ
う
ち
ょ
躇
す
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
よ
う
、
個
人
情
報
の

保
護
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
対
応
が
望
ま
し
い
。

（
５
）推
進
体
制
の
構
築

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
と
活
用
に
つ
い
て

は
、
地
方
公
共
団
体
の
多
く
の
部
署
に
ま
た
が
る
全

庁
的
な
取
組
が
必
要
と
な
る
。
限
ら
れ
た
期
間
内
で

制
度
導
入
に
向
け
た
諸
準
備
を
進
め
、
ま
た
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
効
果
的
な
活
用
を
推
進
す
る
た
め
に

は
、
司
令
塔
の
役
割
を
も
つ
本
部
の
設
置
や
庁
内
横

断
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
発
足
な
ど
組
織
内

の
推
進
体
制
の
構
築
が
有
効
と
言
え
る
。

　
国
・
地
方
を
通
じ
た 

　
新
た
な
社
会
基
盤
の
構
築
に
向
け
て

（
１
）行
政
の
変
革
の
契
機

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
は
、
地
方
公
共
団
体

の
仕
事
の
進
め
方
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
見
直
す
契
機
と
な
る
。
多

大
な
コ
ス
ト
や
労
力
を
か
け
て
毎
年
繰
り
返
し
て
い

る
紙
ベ
ー
ス
の
書
類
作
業
が
電
子
化
さ
れ
、
行
政
事

務
の
効
率
化
や
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
に
結
び
つ
く

と
も
に
、
住
民
の
行
政
手
続
等
に
要
す
る
時
間
的
拘

束
や
経
済
的
負
担
を
小
さ
く
で
き
る
。
ま
た
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
て
住
民
の
視
点
で
業
務
に
横
串

を
通
し
庁
内
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
は
、
職
員
の
効

果
的
な
配
置
や
窓
口
の
総
合
化
等
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
り
、
住
民
一
人
一
人
に
向
け
た
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
向
上
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
に
よ
り
、
限
り
あ
る
人
的
資
源
や
財
源

を
本
来
振
り
向
け
ら
れ
る
べ
き
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
重

点
的
に
投
入
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
上
げ
、
住
民
に

身
近
で
総
合
的
な
行
政
主
体
で
あ
る
地
方
公
共
団
体

に
お
い
て
、
よ
り
質
の
高
い
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

と
行
政
事
務
の
効
率
化
の
両
立
が
実
現
で
き
る
。

（
２
）国
と
地
方
の
連
携

　

全
国
の
地
方
公
共
団
体
の
尽
力
に
よ
り
築
き
上
げ

て
き
た
住
基
ネ
ッ
ト
を
ベ
ー
ス
に
構
築
さ
れ
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
行
政
分
野
の
み
な
ら
ず
、
経
済

的
、
社
会
的
な
観
点
か
ら
も
今
後
の
我
が
国
の
発
展

の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
の
関
連
法
案
の

成
立
が
大
前
提
と
な
る
が
、
制
度
の
円
滑
な
導
入
と

そ
の
効
果
的
な
活
用
に
向
け
て
は
、
国
と
地
方
公
共

団
体
と
の
密
接
な
連
携
・
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、

地
方
公
共
団
体
の
皆
様
方
と
と
も
に
シ
ス
テ
ム
構
築

や
個
人
情
報
保
護
な
ど
の
課
題
も
克
服
し
な
が
ら
、

制
度
実
現
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

マイナンバー制度の円滑導入のための
地方自治体支援等に関する提言

１．マイナンバー法案等の早期成立

　国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図り、国民が

安心して暮らすことのできる社会を実現するため、マイナンバー

法案等について、速やかに審議を行い早期に成立させること。

２．新しい公共インフラとしてのマイナンバー制度の活用実現

　マイナンバー制度は、その有効活用により新たな時代の行政創

造を可能にするものであり、将来的により広汎な活用が期待される

ものである。そのことを十分に踏まえて、政府が考える「小さく生

んで大きく育てる」との視点に立てば、将来可能になるであろう国

民への新たな行政サービス創造のビジョンと工程表を示すこと。

　そのためにも、番号制度における世界の先進事例・最先端の

取組みなどを広く国民に紹介するとともに、国民の利便性を向上

する新たな行政創造への改革を強く推進すること。

３．制度導入及び運用等に係る国の費用負担の明確化等

　より公平な社会保障制度の基盤確立のためのマイナンバー制

度導入に当たっては、システムやネットワークの改修等について、

地方に新たな費用負担が生じないよう、全額を国において確保

するとともに、早期にその仕様を公表すること。

　また、制度の導入・運用等に関する各種ガイドラインの策定及

び策定のための事前検証作業等、地方自治体における円滑な

制度導入および運用を支援する費用については、国において負

担すること。

　なお、自治体側で負担する費用が発生する場合は、その内容

や理由等を明確にしたうえで、事前に自治体側の了承を得ること。

４．番号および番号カードの通知・交付に関するガイドライン策定

　番号カード交付については、その事務手続に細心の注意が必

要とされるため、番号の通知方法、番号カード交付の事務手続き

や作業内容等、国との役割分担等を含めガイドラインを策定して

地方自治体に示すこと。

５．第一段階における制度の導入・運用に関するガイドライン策定

　制度導入に伴って影響を受ける事務については、法案成立後

速やかに自治体現場における事前検証作業を行うこと。その作

業で確認された不十分あるいは不明な部分については、対策を

明らかにして政省令へ反映させるとともに、導入・運用に関するガ

イドラインを策定して地方自治体に示すこと。

６．第二段階における制度の導入・運用に関するガイドライン策定

　第二段階としての情報提供ネットワークシステムの運用に際し

て、地方自治体がなすべき準備作業および運用開始後の影響を

受ける事務について、自治体現場における事前検証作業を行う

こと。そしてその作業で確認された不十分あるいは不明な部分

については、その対策を明らかにし、政省令の内容へ反映させ

るとともに、第二段階における導入・運用に関するガイドラインを策

定して地方自治体に示すこと。

７．�住民向けの説明資料等の共有と緊急時の対応ガイドラインの

策定

　制度の導入・運用を円滑なものとするためには、地域住民の理

解と協力が欠かせない。特に、番号の不正利用や詐欺、個人番

号カードの紛失等の対応については、緊急ヘルプデスクの統合

や関係機関への通知など、地方自治体だけでなく国の機関や民

間企業等との連携が必要であるため、統一的なガイドラインを策

定して地方自治体に示すこと。

８．マイナンバー法に対応した条例改正ガイドラインの策定

　マイナンバー法と地方自治体における条例との整合性を図るた

め、地方自治体の個人情報保護条例の改正等、地方自治体に

おいて条例改正作業が必要となってくる。この導入は法定受託

事務として行われるのであるから、国は条例改正ガイドラインを策

定し地方自治体に示すこと。

　なお、上記４から８に示す各種ガイドラインについては、制度の

導入・運用後においても、自治体からの意見等を踏まえて国が定

期的に内容を更新し、実務に即した最新版を提供すること。

９．制度に関する適切な啓発・教育の充実推進

　制度に伴う行政サービスの享受は、住民（国民）の誕生の時

から始まり、住民の成長とともに活用されていくことになるため、

様 な々教育課程等をはじめとした啓発・教育の機会をとらえた適

切な教育が重要である。

　政府においては、制度を主管する政府部署を軸としつつ、文部

科学省など教育関連分野とも連携して的確で十分な対応を推進

し、信頼性のある制度として進展、確立できるように対処すること。

10．地方自治体との協議と国民への周知

　制度の構築に当たっては、この制度が地方自治体の実施して

いる事務に極めて重大な影響を及ぼすことから、国と地方自治

体が情報を共有し、地方自治体の意見が反映されるよう十分な

調整・協議を行うこと。

　また、導入した場合、混乱が生じることのないよう、国民への

周知を徹底するとともに、地方自治体への早期かつ十分な情報

提供を行うこと。

11．マイナンバー制度と医療分野の情報連携

　保険者業務において医療費の過誤調整が大きな負担となって

いることに加え、高額療養費の現物支給化に当たり、きめ細やか

な限度額判定への対応が求められていることから、マイナンバー

制度と医療分野の情報連携を行い、医療機関における高額療

養費の判定情報等もフィードバックされる仕組みを確立すること。

マイナンバー制度の導入を円滑に進めるため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。


